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（証券コード1777）
2026年６月５日

（電子提供措置の開始日2026年６月２日）
株 主 各 位

名古屋市中区大須一丁目６番47号
川崎設備工業株式会社
代表取締役社長 廣 江 勝 志

第99回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第99回定時株主総会を、下記により開催いたしますのでご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトに

電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.kawasaki-sk.co.jp/investor/library/

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、名古屋証券取引所ウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下の名証ウェブサイト（上場銘柄情報）にアクセスしていただき、
当社名「川崎設備工業」または証券コード「1777」を入力・検索し、「適時開示情報」を選択のう
え、「株主総会招集通知／株主総会資料」欄から閲覧くださいますようお願い申しあげます。

名古屋証券取引所ウェブサイト（上場銘柄情報） https://www.nse.or.jp/listing/search/

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができ
ますので、いずれかの方法での議決権の行使をお願い申しあげます。各議案の内容は、当社ウェブサ
イトおよび名古屋証券取引所ウェブサイト上の「第99回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書
類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って2026
年６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（午前９時より受付）
2. 場 所 名古屋市中区大須一丁目６番47号

当社５階会議室
3. 目的事項

報告事項 第99期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告および計算書
類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
第６号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

4. 議決権の行使についてのご案内
(1) 交付書面から一部記載を省略している事項

電子提供措置事項のうち、計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第17
条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりま
せん。なお、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに
際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

(2) インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合は、後記３頁の「議決権行使についてのご案

内」をご高覧のうえ、2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに行使してください。
(3) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年６月25日（木曜日）午後５時30
分までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提
案につき賛成としてお取扱いいたします。

(4) 複数回議決権を行使された場合
インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるも

のを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットにより複数回議決権を
行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。
2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま

す。
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議決権行使
書

議決権行使書

議決権行使
書

2026年６月25日(木曜日)
午後５時30分到着分まで

2026年６月25日(木曜日)
午後５時30分行使分まで

行使期限 行使期限
●書面による議決権行使 ● ●「スマート行使」によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、行使期限までに当社株主名
簿管理人に到着するようご返送ください。議決
権行使書面において、議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示をされたものとして取
り扱わせていただきます。

●パソコン等によるご行使 ●

2026年６月25日(木曜日)
午後５時30分行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワード
をご利用のうえ、画面の案内に従って
議案に対する賛否をご登録ください。

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

議決権行使ウェブサイト

同封の議決権行使書用紙の右下
「スマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード」をスマートフォ
ンかタブレット端末で読み取ります。

株主総会開催日時

2026年６月26日(金曜日)
午前10時

(受付開始時間午前９時)

同封の議決権行使書用紙をご持参
いただき、会場受付にご提出ください。

議決権行使についてのご案内
後記の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

● 株主総会へ出席 ●

事前にご行使いただける場合

（1）書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるもの
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせて
いただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
議決権行使に関する
パソコン等の操作方法について 0120-652-031（9:00～21:00）
その他のご照会 0120-782-031（平日9:00～17:00）

当日ご出席いただく場合

3
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議決権行使書

③

④

xx xx

●「スマート行使」によるご行使 ● ●パソコン等によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ
「この内容で
行 使 する 」
ボタンを押し
て行使完了！

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
個別に指示する

④すべての会社提案議案
について「賛成」する

※
デンソーウェーブの
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、
くだたい力入ごを」ドーワスパ「」ドーコ使行権決議「の載記に紙用書使行権決議の封同

必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ
さい。

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

クリック

議決権行使コード

パスワード

②ログインする
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株主総会参考書類

5

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開および内部留保等を勘案し、

普通配当は１株につき25円とし、利益還元として１株につき45円の特別配当を加え、あわせ
て１株につき70円とさせていただきたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金70円
総額 837,489,730 円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年６月29日
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第２号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由

当社の事業内容の実態に合わせ、建設業法上の工事区分に沿って事業目的を明確化する
ため、現行定款第２条（目的）につきまして、変更・追加するものであります。

2. 変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

第1章 総 則 第1章 総 則
（目 的） （目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 的とする。
１．空気調和設備、暖冷房設備、除塵換気設 (削 除)
備、吹付塗装装置、給排水衛生設備、上下
水道、消防施設工事、電灯動力設備、発変
電所設備の設計および施工請負

２．機械器具の製造販売ならびに修理 (削 除)
３．建築物の設計・工事管理 (削 除)
４．不動産の賃貸、管理 (削 除)
５．電力、ガス等の省エネルギーシステムの (削 除)
設計、施工、保守作業ならびに運用サービス

６．労働者派遣事業 (削 除)
７．前各号に付帯関連する一切の事業 (削 除)

（新 設） １．管工事
（新 設） ２．電気工事
（新 設） ３．電気通信工事
（新 設） ４．土木工事
（新 設） ５．建築工事
（新 設） ６．消防施設工事
（新 設） ７．機械器具設置工事
（新 設） ８．内装仕上工事
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現 行 定 款 変 更 案

（新 設） ９．水道施設工事
（新 設） 10．熱供給事業
（新 設） 11．労働者派遣事業
（新 設） 12．不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
（新 設） 13．前各号に関連する電気機械器具、機械装

置、建設用資材工具の製造、販売、賃貸
（新 設） 14．前各号に関連する調査、企画、測量、

設計、保守、監理、エンジニアリング及び
コンサルティング業務

（新 設） 15．コンピューターを利用したソフトウェア
及び情報処理システムの開発、販売、賃貸

（新 設） 16．前各号に付帯する事業
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第３号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって取締役９名全員が任期満了となります。つきましては、取締役９名

の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名 当社における現在の地位 取 締 役

在任期間
取締役会
出席状況

１ 廣
ひろ

江 勝 志
え かつ し

再 任 代表取締役社長 14年 12/12回
（100％）

２ 中
なか

村 健 司
むら たけ し

再 任 取締役 執行役員 ４年 12/12回
（100％）

３ 髙
たか

﨑
さき

清
きよし

再 任 取締役 常務執行役員 １年 10/10回
（100％）

4 服
はっ

部 正 幸
とり まさ ゆき

新 任 顧問 ー ー

5 山
やま

崎
ざき

広
ひろし

再 任 取締役 執行役員 ５年 12/12回
（100％）

6 田
た

中 正 義
なか まさ よし

新 任 上席執行役員 ー ー

7 小
こ
山 裕 康
やま ひろ やす

再 任 社 外 独 立 取締役 ４年 11/12回
（92％）

8 笠
かさ

間 裕 治
ま ゆう じ

再 任 社 外 独 立 取締役 ２年 12/12回
（100％）

9 坪
つぼ

井 梨 奈
い り な

新 任 社 外 独 立 ー ー ー

（注）髙﨑清氏の取締役会への出席回数は、同氏が前定時株主総会で就任されてからの開催回数および出席回数
であります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

廣
ひろ

江 勝 志
え かつ し

（1960年８月６日生）
再 任

2007年12月 当社大阪支店長
2010年４月 当社執行役員大阪支店長
2012年６月 当社常務取締役営業本部長
2014年６月 当社専務取締役営業本部長
2016年６月 当社代表取締役社長（現任）

68,400株

（取締役候補者とした理由）
廣江勝志氏は、当社代表取締役に就任以来、企業価値向上を目指し強いリーダーシップを発揮し、取
締役としての責務を果たしております。今後におきましても、豊富な経験と見識等が当社の経営に寄
与するものと判断いたしました。

２

中 村 健 司
なか むら たけ し

（1963年3月7日生）
再 任

2017年７月 川崎重工業株式会社航空宇宙カンパニー
生産本部民間航空機業務部副部長

2021年４月 当社執行役員
2021年８月 当社執行役員経営企画本部長
2022年４月 当社執行役員営業本部長
2022年６月 当社取締役営業本部長
2024年 6 月 当社取締役執行役員営業統括本部長

（現任）

2,900株

（取締役候補者とした理由）
中村健司氏は、川崎重工業株式会社および当社取締役執行役員営業統括本部長として培った経験と見
識等が当社の経営に寄与するものと判断いたしました。

３

髙
たか

﨑
さき

清
きよし

（1965年6月18日生）
再 任

2014年10月 株式会社関電工配電本部営業総括部長
2016年 7 月 株式会社栃木ケイテクノ代表取締役社長
2019年７月 株式会社関電工戦略技術開発本部戦略事

業ユニット開発事業部長
2020年 7 月 関工商事株式会社取締役
2021年 7 月 同社常務取締役
2022年 7 月 株式会社関工ファシリティーズ常務取締役
2025年 4 月 当社執行役員経営統括本部副本部長
2025年６月 当社取締役常務執行役員経営統括本部長

（現任）

0株

（取締役候補者とした理由）
髙﨑清氏は、株式会社関電工の営業総括部長、グループ会社代表取締役社長および当社取締役常務執
行役員経営統括本部長として培った経験と見識等が当社の経営に寄与するものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

４

服 部 正 幸
はっ とり まさ ゆき

（1969年12月３日生）
新 任

2016年７月 株式会社関電工東京営業本部東京総支社
東部支社副支社長

2020年７月 同社東京営業本部東京支店西部支社長
2023年 7 月 同社西関東営業本部品質工事管理部長兼

多摩支店設備工事部長
2025年 4 月 同社理事営業統轄本部施工品質ユニット

副ユニット長
2026年 4 月 当社顧問（現任）

0株

（取締役候補者とした理由）
服部正幸氏は、株式会社関電工の品質工事管理部長、理事等で長年培った経験と見識等が当社の経営
に寄与するものと判断いたしました。

５

山
やま

崎
ざき

広
ひろし

（1966年２月11日生）
再 任

2017年６月 当社工事管理本部長
2018年７月 当社執行役員工事管理本部長
2021年４月 当社執行役員東部支社長
2021年６月 当社取締役東部支社長
2024年 6 月 当社取締役執行役員技術統括本部長

（現任）

17,500株

（取締役候補者とした理由）
山崎広氏は、取締役東部支社長および取締役執行役員技術統括本部長として培った経験と見識等が当
社の経営に寄与するものと判断いたしました。

６

田 中 正 義
た なか まさ よし

（1965年５月４日生）
新 任

2014年 6 月 当社中部支社長
2016年 7 月 当社執行役員中部支社長
2021年４月 当社執行役員西部支社長
2021年７月 当社上席執行役員西部支社長
2024年 5 月 当社上席執行役員東部支社長（現任）

14,600株

（取締役候補者とした理由）
田中正義氏は、執行役員中部支社長、上席執行役員西部支社長および上席執行役員東部支社長として
培った経験と見識等が当社の経営に寄与するものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

7

小 山 裕 康
こ やま ひろ やす

(1956年5月9日生)
社外取締役候補者
独 立 役 員
再 任

2004年 6 月 トヨタ自動車株式会社プラント・エンジ
ニアリング部長

2013年５月 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社専務取締役
2014年６月 同社代表取締役副社長
2015年６月 同社代表取締役社長
2021年 6 月 近藤工業株式会社技監（現任）
2022年 6 月 当社取締役（現任）

0株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割等）
小山裕康氏は、トヨタ自動車株式会社にて部長、トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社においては代表取締役社
長を務めており、当社取締役に就任以来、経営者としての豊富な経験と高い見識等を発揮し当社の経
営に対して的確な助言、監督に努めております。今後も客観的な立場から経営への助言、適切な監督
が当社の企業価値向上に寄与するものと判断いたしました。また、選任後は引き続き指名・報酬委員
会の委員を委嘱する予定です。

8

笠 間 裕 治
かさ ま ゆう じ

(1959年7月２日生)
社外取締役候補者
独 立 役 員
再 任

2002年６月 ＪＦＥスチール株式会社名古屋支社自動
車鋼材室長

2007年４月 ＪＦＥ商事株式会社東部鉄鋼本部自動車
鋼材部長

2014年４月 同社執行役員中部鉄鋼本部長
2017年４月 同社常務執行役員西部鉄鋼本部長
2019年４月 同社専務執行役員自動車鋼材本部長兼名

古屋支社長
2023年４月 同社顧問
2024年 6 月 当社取締役（現任）

0株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割等）
笠間裕治氏は、ＪＦＥスチール株式会社にて室長およびＪＦＥ商事株式会社においては専務執行役員
を務めており、当社取締役に就任以来、経営者としての豊富な経験と高い見識等を発揮し当社の経営
に対して的確な助言、監督に努めております。今後も客観的な立場から経営への助言、適切な監督が
当社の企業価値向上に寄与するものと判断いたしました。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会
の委員を委嘱する予定です。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

9

坪 井 梨 奈
つぼ い り な

(1987年9月12日生)
社外取締役候補者
独 立 役 員
新 任

2015年12月 弁護士登録（愛知県弁護士会）
2016年 1 月 浅賀法律事務所入所（現任）

0株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割等）
坪井梨奈氏は、弁護士として企業法務全般にわたる高度な知見と豊富な実務経験を有し、客観的立場
から経営への的確な助言・監督を担っていただくとともに、取締役会の多様性向上にも寄与いただけ
ると判断し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはあり
ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、選任後は指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小山裕康氏、笠間裕治氏および坪井梨奈氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

・小山裕康氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
・笠間裕治氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

4. 本議案をご承認いただいた場合、当社は、坪井梨奈氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、小山裕康氏および笠間裕治氏は同取引
所の定める独立役員として届け出ております。本議案をご承認いただいた場合は、引き続き独立役
員となる予定であります。

5. 小山裕康氏は、2013年４月までトヨタ自動車株式会社の業務執行者でありました。同社は、当社の
主要な取引先として会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。

6. 本議案をご承認いただいた場合、当社は、坪井梨奈氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限
定する契約を締結する予定であります。なお、小山裕康氏および笠間裕治氏とは既に同様の責任限
定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が規定する額となっております。
本議案をご承認いただいた場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

7. 取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行っ

た行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償
金および訴訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得
たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則に違反することを認識しながら行った行
為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者につい
てその保険料を全額当社が負担しております。各候補者が取締役に就任された場合は、当該保険契
約の被保険者として、2026年７月１日に当該保険契約を更新する予定であります。
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第４号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって監査役福村宏之氏が任期満了となります。つきましては、監査役１

名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

浜 田
はま だ

洋 次
よう じ

(1966年４月22 日生)
新 任

2018年10月 株式会社関電工コーポレート本部経理・ＩＴユニ
ット経理部長

2019年７月 同社南関東・東海営業本部総括部長兼神奈川支店
業務部長

2021年７月 同社戦略技術開発本部戦略事業ユニット事業管理
部長兼防災担当

2022年７月 同社戦略技術開発本部戦略事業ユニット副ユニッ
ト長

2024年７月 株式会社タワーライン・ソリューション取締役
（現任）

0株

（監査役候補者とした理由）
浜田洋次氏は、株式会社関電工の経理部長、総括部長および事業管理部長を歴任しております。株式会社タワ
ーライン・ソリューションでは取締役として経営にも携わっており、幅広い知識・経験を有しております。そ
の経歴が当社の監査に活きるものと判断いたしました。
（注）1. 浜田洋次氏は新任の監査役候補者であります。

2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 浜田洋次氏は株式会社関電工の経理部長、総括部長および事業管理部長として多くの経験を重ねて

きており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について

当社は、役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行っ
た行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償
金および訴訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得
たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則に違反することを認識しながら行った行
為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者につい
てその保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約
の被保険者として、2026年７月１日に当該保険契約を更新する予定であります。
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＜ご参考＞
第３号議案および第４号議案をご承認いただいた場合の役員体制

当社の経営の方向性や事業戦略に照らして、サステナビリティ経営推進による社会価値の創
造、成長と企業価値の向上に向け、当社の取締役会がその意思決定機能および経営の監督機能を
適切に発揮するために備えるべきスキル（知識・経験・能力）を特定しました。
本定時株主総会において、第３号議案および第４号議案が原案どおり承認された場合の取締役

会の構成ならびに各取締役および各監査役に期待するスキルは以下のとおりです。

氏 名 在任
期間

企業経営
経営戦略

技術/
安全

業界知見
営業戦略

ESG/サス
テナビリ
ティ

財務/
会計 DX/IT 法務/ガバ

ナンス
国際性/
多様性

取
締
役

廣江 勝志 14年 ● ● ● ● ● ● ● ●

中村 健司 4年 ● ● ● ● ●

髙﨑 清 1年 ● ● ● ● ● ● ●

服部 正幸 ― ● ● ● ● ●

山崎 広 ５年 ● ● ● ●

田中 正義 ― ● ● ● ●

小山 裕康 社 外
独 立 ４年 ● ● ● ● ●

笠間 裕治 社 外
独 立 ２年 ● ● ● ● ●

坪井 梨奈 社 外
独 立 ― ● ● ●

監
査
役

浜田 洋次 ― ● ● ● ●

椎野 友教 社 外
独 立 ６年 ● ● ● ●

福田 郁朗 社 外
独 立 ２年 ● ● ● ● ● ●

2026年05月21日 15時04分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



15

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、監査

役浜田洋次氏の補欠監査役として１名の選任をお願いするものであります。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその

選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略歴および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

永 田
なが た

徹 生
てつ お

(1969年５月12日生)

2021年 7 月 株式会社関電工南関東・東海営業本部静岡支店業
務部長兼人材育成担当

2023年７月 同社東関東営業本部茨城支店業務部長兼人材育成
担当兼原価管理チームリーダー

2024年７月 同社南関東・東海営業本部総括部長兼グループ経
営・人材育成担当兼神奈川支店業務部長

2025年４月 同社監査役室部長（現任）

0株

（補欠監査役候補者とした理由）
永田徹生氏は、株式会社関電工の業務部門に長年在籍し、同社業務部長ならびに監査役室部長を歴任し、幅広
い知識・経験を有しており、その経歴が当社の監査に活きるものと判断いたしました。
（注）1. 候補者は補欠監査役候補者であります。

2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った

行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金
および訴訟費用を補填することとしております。永田徹生氏が監査役に就任した場合、当該保険契
約の被保険者に含まれることとなります。
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第６号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は1995年６月26日開催の第68回定時株主総会において月額2,000万

円以内、監査役の報酬額は1994年６月24日開催の第67回定時株主総会において月額400万
円以内とご承認いただき今日に至っております。その後の経済情勢の変化、経営を取り巻く環
境の変化、および取締役・監査役の責務の増大等、諸般の事情を総合的に勘案し、現行の報酬
額の改定が必要であると判断いたしました。つきましては、取締役の報酬額を年額10億円以
内（うち社外取締役分は年額3億5,000万円以内）、監査役の報酬額を年額3億円以内と改めさ
せていただきたいと存じます。
なお、取締役の報酬額は、事業報告25頁記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定

方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものとい

たしたいと存じます。
第３号議案および第４号議案を原案どおりにご承認いただきますと、対象となる取締役は９

名（うち社外取締役３名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）となります。
以 上
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1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、米国による関税政策の影響、日中関係の悪化、中東情勢の緊
迫化による原油価格の高騰など、多くの不安定要素を抱え、想定を超える物価上昇等の影響
を受けつつも、価格転嫁の進展や雇用・実質所得の改善が続き、各種政策の効果もあり、景
気は総じて良好な状態が続く状況でした。
建設業界においては、公共設備投資は底堅く推移し、民間設備投資は好調な企業業績を背

景に拡大基調で推移しました。一方で、建設業就業者の慢性的な人材不足や採用難、建設資
材費の高騰といった課題は依然として継続している状況でした。
このような状況のもと、当社は、本年度「かわる かわせつ」のスローガンを掲げ、生産

性の革新と成長の実現、環境設備技術の推進、健全な経営活動の推進・コンプライアンスの
浸透、総合力発揮による収益基盤の強化、健康経営の実現などの施策を推進してまいりまし
た。
その結果、当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。
なお、営業利益、経常利益および当期純利益は、いずれも過去最高益を達成いたしまし
た。

受注高 402億18百万円 （前期比 29.6％増）
完成工事高 376億52百万円 （前期比 29.1％増）
営業利益 49億４百万円 （前期比 80.8％増）
経常利益 49億86百万円 （前期比 82.4％増）
当期純利益 36億84百万円 （前期比 88.1％増）

受注高につきましては、工事種別として、一般ビル工事は、事務所ビル等の増加により
279億73百万円（前期比28.7％増）、産業施設工事は、工場関連施設の増加により79億71
百万円（前期比24.8％増）、電気工事は、工場関連施設の増加により42億74百万円（前期
比46.9％増）となりました。セグメント別の前事業年度比較では、東部・中部・西部すべ
てにおいて増加しました。
完成工事高につきましては、工事種別として、一般ビル工事は、物流施設等の増加により

267億57百万円（前期比29.0％増）、産業施設工事は、工場関連施設の増加により71億30
百万円（前期比22.6％増）、電気工事は、工場関連施設の増加により37億65百万円（前期
比44.7％増）となりました。セグメント別の前事業年度比較では、東部・中部・西部すべ
てにおいて増加しました。
次期以降の繰越高は、297億18百万円（前期比9.5％増）となりました。
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当期におけるセグメント別受注高・完成工事高・繰越高は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期完成工事高 次期以降の繰越高
東 部 12,748 12,778 12,780 12,746
中 部 7,710 18,059 16,499 9,270
西 部 6,693 9,380 8,372 7,701
合 計 27,152 40,218 37,652 29,718

（2）設備投資の状況
当期における設備投資総額は８億63百万円であり、その主なものは本社建物の設備投資

によるものであります。

（3）資金調達の状況
特に記載すべき事項はありません。

（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
特に記載すべき事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
特に記載すべき事項はありません。

2026年05月21日 15時04分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



19

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特に記載すべき事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
特に記載すべき事項はありません。

（8）対処すべき課題
今後のわが国経済の見通しは、米国の通商政策、日中関係の悪化、中東情勢の影響など、
依然として先行き不透明感が残るものの、物価上昇・コスト増への価格転嫁が進み、企業の
賃上げ率も高めの水準を維持する見通しと相まって、物価と賃金の好循環が景気の底上げに
つながるものと考えられます。
建設業界においては、公共設備投資は底堅く推移していくことが見込まれており、民間設

備投資は企業の堅調な業績を背景に、強気な設備投資計画を維持する見込みです。一方で、
さらなる原材料価格の高騰、労働者の高齢化と人手不足、若年層の担い手不足といった流れ
は継続しており、引き続き注視が必要です。
このような経済状況下において、当社は「2026年度（100期）経営計画」に基づき、現

場技術部員をはじめとする慢性的な人材不足の解消やＩＴ・ＤＸ推進による同業他社への優
位性確保を念頭に、以下の5つの柱で取組みを進め、目標達成を目指してまいります。

１．「安全・品質・コンプライアンス」−基本ルールの徹底遵守−
２．「営業」−長期安定的な営業戦略の展開−
３．「施工」−施工品質管理と原価管理の強化による稼ぐ力の底上げ−
４．「経営基盤」−経営基盤を次のステージへ−
５．「職場環境の充実」−100年企業を目指して−

これらの取組みを講じながら、サステナビリティ経営を推進し、社会価値の創造、社会貢
献、そして夢のある会社の実現に向け、成長と企業価値の向上に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し

あげます。
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（9）財産および損益の状況の推移
区 分 第 96 期

（2023年３月期）
第 97 期

（2024年３月期）
第 98 期

（2025年３月期）
第99期（当期）

（2026年３月期）
受 注 高

（百万円） 23,769 28,367 31,023 40,218

完 成 工 事 高
（百万円） 20,809 22,482 29,159 37,652

当 期 純 利 益
（百万円） 707 845 1,958 3,684

１株当たり当期純利益 59円10銭 70円70銭 163円69銭 307円98銭
総 資 産

（百万円） 18,354 20,326 24,274 26,424

純 資 産
（百万円） 10,951 11,630 13,335 16,403

（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しております。
2. 第96期は、受注高は増加し、完成工事高は減少しました。損益につきましては、完成工事高の減少

により経常利益10億74百万円、当期純利益も７億７百万円と減益になりました。
第97期は、受注高、完成工事高とも増加しました。損益につきましては、完成工事高の増加により
経常利益13億54百万円、当期純利益も８億45百万円と増益になりました。
第98期は、受注高、完成工事高とも増加しました。損益につきましては、完成工事高の増加により
経常利益27億33百万円、当期純利益も19億58百万円と増益になりました。
第99期（当期）につきましては、前記の「事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。
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（10）主要な事業内容
当社は建設業法により、国土交通大臣許可（特−６）第3183号をうけ、管工事業、電気

工事業、消防施設工事業ならびにこれらに関連する事業を行っております。

（11）主要な営業所
本 店 名古屋市中区大須一丁目６番47号
支社・支店 東部支社（東京都渋谷区)・中部支社（名古屋市）・西部支社（大阪市）・岐阜

支店・豊田支店・神戸支店
営 業 所 東北営業所（大和町）・新潟営業所・茨城営業所（土浦市)・千葉営業所・北陸

営業所（金沢市)・信州営業所（松本市)・各務原営業所・静岡営業所（浜松
市)・三重営業所（木曽岬町)・水島営業所（倉敷市)・広島営業所・四国営業所
（丸亀市)・明石営業所・九州営業所（宮若市）

（12）従業員の状況
従 業 員 数

平 均 年 齢 平均勤続年数
期 末 員 数 前期末比増減

454名 34名増 43.6歳 15.1年
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（13）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

株式会社関電工は当社の株式を5,994千株（議決権比率50.1％）保有しております。
当社は同社と営業・工事施工の連携を行うとともに、同社から設備工事の請負を受注

しております。
同社からの役員の兼任3名（同社従業員）。

② 親会社との間の取引に関する事項
ａ 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

当社は親会社との間で取引を行っておりますが、当該取引を行うに当たっては、少数
株主保護のため、当該取引の必要性および取引条件が第三者との通常取引と著しく相違
しないこと等に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。
ｂ 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由

当社は親会社より取締役および監査役を受け入れておりますが、当社経営に対する適
切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経ております。
事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事

業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営および事業活
動に当たっておりますので、当該取引は、当社の利益を害さないと取締役会は判断して
おります。
ｃ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。
③ 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

（14）主要な借入先
金融機関からの借入金はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 35,000,000株
（2）発行済株式の総数 12,000,000株（自己株式35,861株を含む）
（3）株主数 2,008名
（4）大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 関 電 工 5,994千株 50.1％

川 崎 設 備 工 業 取 引 先 持 株 会 1,969 16.5

川 崎 設 備 工 業 従 業 員 持 株 会 408 3.4

川 崎 重 工 業 株 式 会 社 215 1.8
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
ＯＭＮＩＢＵＳ−ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） 164 1.4

山 信 株 式 会 社 97 0.8

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 96 0.8

荒 川 寿 彦 70 0.6

川 野 正 博 69 0.6

廣 江 勝 志 68 0.6

（注）持株比率は、自己株式（35,861株）を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等
会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 廣 江 勝 志
取 締 役 今 井 隆 博 社長補佐、業務全般
取 締 役 松 尾 友 明 技術・安全総括
取 締 役 髙 﨑 清 経営統括本部長
取 締 役 山 崎 広 技術統括本部長
取 締 役 中 村 健 司 営業統括本部長
取 締 役 小 山 裕 康
取 締 役 黒 柳 良 子 弁護士
取 締 役 笠 間 裕 治
常 勤 監 査 役 福 村 宏 之
監 査 役 椎 野 友 教 公認会計士
監 査 役 福 田 郁 朗

（注）1. 取締役小山裕康氏、黒柳良子氏および笠間裕治氏は、社外取締役であります。
2. 監査役椎野友教氏および福田郁朗氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役小山裕康氏、黒柳良子氏および笠間裕治氏ならびに監査役椎野友教氏および福田郁

朗氏につきまして、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 常勤監査役福村宏之氏は、株式会社関電工の経理部門で多くの経験を重ねてきており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査役椎野友教氏は、公認会計士として多くの経験を重ねてきており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。

（2）責任限定契約の内容の概要
取締役小山裕康氏、黒柳良子氏および笠間裕治氏ならびに監査役椎野友教氏および福田郁

朗氏は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約
に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となっております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を締結し当該保険により被保険者がその地位に基づいて

行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上
の損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者が違法に利
益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則に違反すること
を認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の全役員であり、すべての被保険者につ

いてその保険料を全額当社が負担しております。

（4）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ａ 決定方針の決定方法

当社は、2020年度に社外取締役全員と代表取締役社長で構成する任意の指名・報酬
委員会を設置し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年１月29日開催の取
締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について決議いたし
ました。

ｂ 決定方針の内容の概要
取締役の報酬については、以下を基本方針としております。
・各取締役の役割や職責に応じた水準とする
・優秀で多様な人材を確保・維持できる水準とする
・透明性・公正性を重視する
・経済情勢や業績を踏まえて見直しを行う
取締役（社外取締役を除く）の具体的な報酬は、金銭報酬の固定報酬のみとなって

おり、基本報酬と利益配分としての賞与で構成されています。報酬等の決定にあたっ
ては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定することとしております。
固定報酬のうち基本報酬は、取締役としての役割や職責に応じた月例の基準額を毎

月支給することとしております。賞与は、業績等を総合的に勘案して決定しておりま
す。
また、社外取締役の報酬については、独立性の観点から金銭報酬の固定報酬（基本

報酬のみ）とし、月例の金額を毎月支給しております。
監査役の報酬については、取締役の職務執行を監査する立場であることから金銭報

酬の固定報酬（基本報酬）のみとし、代表取締役社長からの提案をベースとして監査
役の協議に基づいて監査役会で決定しております。
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② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締
役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案につ
いて総合的に検討し、取締役会はその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものである
と判断しております。

③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
定款の定めまたは株主総会決議による定めに関する事項は次のとおりであります。

区分 株主総会決議日 報酬決議の内容 決議時点の員数

取締役 1995年６月26日開催 第68回定時株主総会 月額2,000万円以内 15名

監査役 1994年６月24日開催 第67回定時株主総会 月額 400万円以内 3名
（うち社外監査役１名）

④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬について、2026年４月28日開催の取締役会において代表取締役社長

廣江勝志に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取
締役社長において決定をしております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割

や職責に応じた評価を行うには代表取締役社長が適任だと考えられるからであります
が、代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、金額の妥当性およ
び透明性・公正性を確保する観点から取締役会が指名・報酬委員会に原案を諮問し答
申を得ており、代表取締役社長はその答申の内容に従って決定をしなければならない
こととしております。

⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）

固定報酬

基本報酬 賞与
取締役
（うち社外取締役）

156
（12）

119
（12）

36
（ー）

9
（3）

監査役
（うち社外監査役）

26
（7）

26
（7）

ー
（ー）

3
（2）
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（5）社外役員の当事業年度における主な活動状況
氏名 区分 出席状況 主な活動状況

小山 裕康 取締役 取締役会11回／12回

元経営者としての見識に基づき、議案の審議に必要な
発言を適宜行いました。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明
性・公正性を確保する目的で設置している指名・報酬
委員会の委員を務め、独立した客観的な立場から発言
をするなど、経営陣の監督に努めております。

黒柳 良子 取締役 取締役会12回／12回

弁護士としての専門的見地に基づき、議案の審議に必
要な発言を適宜行いました。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明
性・公正性を確保する目的で設置している指名・報酬
委員会の委員を務め、独立した客観的な立場から発言
をするなど、経営陣の監督に努めております。

笠間 裕治 取締役 取締役会12回／12回

元経営者としての見識に基づき、議案の審議に必要な
発言を適宜行いました。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明
性・公正性を確保する目的で設置している指名・報酬
委員会の委員を務め、独立した客観的な立場から発言
をするなど、経営陣の監督に努めております。

椎野 友教 監査役 取締役会12回／12回
監査役会12回／12回

公認会計士としての専門的見地に基づき、議案の審議
に必要な発言を適宜行いました。

福田 郁朗 監査役 取締役会12回／12回
監査役会12回／12回

元経営者としての経験・見識に基づき、議案の審議に
必要な発言を適宜行いました。
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4. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社の会計監査人としての報酬等の額 30百万円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通

じて、会計監査人の監査計画の内容、従前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根
拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行
っております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認め

られる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
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5. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会で決議した内容は、次のとおりであ

ります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、取締役および使用人の

職務の執行が法令、定款および社会規範に適合し、当社の業務ならびに当社および当社の親会
社からなる企業集団における業務の適正を確保するために必要な体制を以下のとおり整備して
おります。
（1）取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役および使用人は、川崎設備工業企業倫理規則に定める企業倫理基本理念を遵守
し、職務を遂行する。

② 取締役会は、各取締役の職務執行が法令および定款に適合しているかを監督する。ま
た、取締役は取締役会が決定した役割と職務範囲において法令および定款等に従い、職務
を執行する。

③ 監査役は、監査役会が定めた監査方針に基づき、取締役の職務執行が法令および定款に
適合しているかを監査する。

④ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを遵守するた
めの施策の審議決定、遵守状況の監視、取締役および使用人への企業倫理基本理念の浸透
を図る。

⑤ コンプライアンス違反またはそのおそれがある行為について、取締役および使用人が直
接報告・相談できるコンプライアンス報告・相談制度(内部通報制度)を整備し、早期発
見・是正を図る。また、報告者が不利益な取り扱いを受けない体制を確保する。

⑥ 内部統制室は、コンプライアンスに関する規程の遵守状況および実施状況について内部
監査を実施する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報および関連資料は、法令および社内規程（文書管理規程・文

書保存基準等）に基づき、適切に作成、保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持
する。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 事業活動における各種リスクを網羅的に特定し、評価・管理する体制を整備する。
② 内部統制室は、年に1回リスクの識別・評価を行い、発生頻度や影響度から優先順位を
付け、リスク管理一覧表として取りまとめ、取締役会および経営会議にて報告する。

③ 重要案件の審議・決裁においては、取締役会および経営会議にて、想定されるリスク判
断を含めた検討を行う。

④ 営業管理規程・資金業務規程等の各部門におけるリスク管理規程に基づき、損失の早期
把握および発生の予防を図る。

⑤ 不測の事態が発生した場合は、社長直轄の対策本部を設置し、迅速かつ的確な情報共有
と対応を行うことで、損失の最小化および事業継続に努める。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、中長期的な企業価値向上を目指し、経営計画により全社的な目標を明確化
し、各部門は、これに基づき具体的な施策を設定し、効率的な職務執行を推進する。

② 業務分掌規程および職務権限取扱規程に基づき、各部門および役職階層における職務と
権限を明確にすることで、迅速かつ効率的な意思決定と職務執行を図る。

（5）当社とその親会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 親会社とは、事業分野・地域性での強い補完関係を有していることを踏まえ、適切な連
携を図り、必要かつ適切な情報共有を行う。

② 親会社との取引については、当社の少数株主保護の観点から、他の一般取引と同様に市
場実態を勘案し、取引の公正性および合理性を確保しつつ、適切に行う。

③ グループとしての企業倫理の浸透および法令遵守を徹底するため、親会社の企業行動憲
章ならびに当社の企業倫理規則に基づいたコンプライアンス体制を構築し運用する。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項
監査役がその職務の遂行上必要とする場合、監査役の職務を補助する使用人を置くことが

できる。当該使用人に対する指揮命令権限は、当該業務の範囲内において監査役に属するも
のとし、また当該使用人の人事（任命・異動・評価・懲戒等）については、監査役の同意を
得て行う。
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（7）取締役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をする
ための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほ
か経営会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。

② 監査役は、必要に応じて当社の取締役および使用人から業務執行状況の報告を求めるこ
とができ、報告を求められた者は、速やかに適切な報告を行う。

③ 取締役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者は、法令もしくは定款に違
反する重要な事実、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見もしくは知った場
合、直ちに当社の監査役に報告を行う。

④ 当社は、上記③の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利
益な取扱いも行わない。

（8）監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払いまたは償還の
請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認め
られる場合を除き、速やかに当該費用または債務を支弁する。

② 監査役は、会計監査人から会計監査の内容について報告を受け、意見交換を行うことに
より連携を図る。また、監査役は内部統制室から内部監査結果の報告を受け、内部統制室
との連携を図る。

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法およびその他関連法令に基づき、財務報告の信頼性を確保するため、財務

報告に係る内部統制システムを整備し、適切に運用するとともに、その有効性を評価する。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりでありま

す。
（1）当社は、コンプライアンス委員会を通じて、コンプライアンスに関する施策の審議・決定
および遵守状況の監視を行うとともに、取締役および使用人に対し企業倫理基本理念の浸透
を図りました。また、コンプライアンス報告・相談制度（内部通報制度）を運用し、違反ま
たはそのおそれがある行為の早期発見・是正に努めるとともに、報告者が不利益な取扱いを
受けない体制を維持しました。

（2）内部統制室は、事業活動におけるリスクの識別・評価を行い、発生頻度および影響度等を
踏まえて優先順位付けを実施し、リスク管理一覧表として取りまとめ、取締役会および経営
会議に報告しました。重要案件については、取締役会および経営会議において、想定される
リスク判断も踏まえた検討を行いました。

（3）当社は、取締役会において経営計画等に基づく全社目標の共有を図り、各部門が具体的な
施策を設定して職務執行の効率化を推進しました。また、業務分掌規程および職務権限取扱
規程に基づく権限運用により、意思決定の迅速性と職務執行の適正性の確保に努めました。
加えて、取締役会は取締役の職務執行を監督し、監査役は監査方針に基づき監査を実施しま
した。

（4）当社は、親会社との取引について、必要かつ適切な情報共有を行い、市場実態を踏まえ公
正性・合理性の確保に留意し、適切に実施しました。

（5）監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定過程および業務
執行状況を把握しました。また、必要に応じて取締役および使用人から報告を受ける運用を
行うとともに、法令または定款に違反する重要な事実等を知った場合の監査役への報告体制
を維持し、報告者が不利益な取扱いを受けない体制を確保しました。さらに、監査役は会計
監査人から会計監査結果および内部統制室から内部監査結果の報告を受け、相互に意見交換
するなど連携を図りました。

（6）当社は、金融商品取引法等に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備・運用し、
その有効性評価を行いました。
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貸借対照表（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 21,052 流 動 負 債 8,828
現 金 預 金 2,954 工 事 未 払 金 4,059
電 子 記 録 債 権 2,306 リ ー ス 債 務 143
完 成 工 事 未 収 入 金 14,770 未 払 金 190
未 成 工 事 支 出 金 292 未 払 費 用 723
前 払 費 用 117 未 払 法 人 税 等 1,017
立 替 金 47 未 成 工 事 受 入 金 1,273
そ の 他 749 預 り 金 370
貸 倒 引 当 金 △185 賞 与 引 当 金 974

固 定 資 産 5,372 役 員 賞 与 引 当 金 36
有 形 固 定 資 産 3,751 完 成 工 事 補 償 引 当 金 37
建 物 1,671 工 事 損 失 引 当 金 1
構 築 物 20 固 定 負 債 1,193
機 械 及 び 装 置 24 リ ー ス 債 務 138
車 両 運 搬 具 0 退 職 給 付 引 当 金 1,037
工 具 器 具 ・ 備 品 34 資 産 除 去 債 務 1
土 地 1,938 そ の 他 15
リ ー ス 資 産 24 負 債 合 計 10,021
建 設 仮 勘 定 37 （純 資 産 の 部）
無 形 固 定 資 産 243 株 主 資 本 16,131
リ ー ス 資 産 240 資 本 金 1,581
そ の 他 2 資 本 剰 余 金 395
投資その他の資産 1,377 資 本 準 備 金 395
投 資 有 価 証 券 504 利 益 剰 余 金 14,163
出 資 金 5 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,163
繰 延 税 金 資 産 713 繰 越 利 益 剰 余 金 14,163
会 員 権 80 自 己 株 式 △7
破 産 更 生 債 権 67 評価・換算差額等 271
そ の 他 98 その他有価証券評価差額金 271
貸 倒 引 当 金 △92 純 資 産 合 計 16,403

資 産 合 計 26,424 負 債 純 資 産 合 計 26,424

2026年05月21日 15時04分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

34

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
完 成 工 事 高 37,652
完 成 工 事 原 価 29,111
完 成 工 事 総 利 益 8,541

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,636
営 業 利 益 4,904

営 業 外 収 益
受 取 利 息 配 当 金 15
不 動 産 賃 貸 料 36
生 命 保 険 配 当 金 60
固 定 資 産 売 却 益 4
そ の 他 8 124

営 業 外 費 用
支 払 利 息 5
不 動 産 賃 貸 費 用 16
株 式 管 理 費 用 7
手 形 流 動 化 手 数 料 4
固 定 資 産 処 分 損 4
そ の 他 3 42
経 常 利 益 4,986
税 引 前 当 期 純 利 益 4,986
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,382
法 人 税 等 調 整 額 △80 1,301
当 期 純 利 益 3,684
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 1,581 395 395 11,244 11,244
当期変動額
剰余金の配当 △765 △765
当期純利益 3,684 3,684
自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − − 2,918 2,918
当期末残高 1,581 395 395 14,163 14,163

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △7 13,213 122 122 13,335
当期変動額
剰余金の配当 △765 △765
当期純利益 3,684 3,684
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 148 148 148

当期変動額合計 △0 2,918 148 148 3,067
当期末残高 △7 16,131 271 271 16,403
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月19日
川崎設備工業株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 昌 紀

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、川崎設備工業株式会社の2025年４月１日

から2026年３月31日までの第99期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第99期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人、親会社の監査役その他の者と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及
び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加え
ました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第
131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている親会社との間の取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を
害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の
判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年5月21日

川崎設備工業株式会社 監査役会
常 勤 監 査 役 福 村 宏 之 ㊞
監査役（社外監査役） 椎 野 友 教 ㊞
監査役（社外監査役） 福 田 郁 朗 ㊞

以 上
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見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。

環境に配慮した
「植物油インキ」を
使用しています。

←至名古屋駅

当社

名鉄バス
白川公園前

名鉄バス
白川公園前

歩道橋

宮田メガネ店

瀬古写真館

成田病院

ファミリー
マート

白川公園

Ｎ

歩道橋

しんぱち食堂

大須観音

至矢場町→若宮大通

↑
至
伏
見

至
熱
田
神
宮
↓

地下鉄鶴舞線
大須観音駅

④番出口

国
道
19
号（
伏
見
通
）

スマートフォンやタブレット端末から
右 記 のＱＲコードを読 み 取ると
Googleマップにアクセスいただけます｡

定時株主総会会場ご案内図
会場：名古屋市中区大須一丁目６番47号

当社 ５階会議室
電話（052）221−7700

株主総会会場へは地下鉄鶴舞線「大須観音」駅
④番出口より徒歩約５分です。

（注） お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申
しあげます。
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